７０～７４歳の一部負担金の見直しが凍結されます。（平成21年4月から） 

７０～７４歳の方（注１）の一部負担金について、平成２０年４月から２割負担に見直されることとされていたものを、平成２０年４月から平成２１年３月までの１年間１割に据え置かれていましたが、平成２１年４月から平成２２年３月までの１年間においても、同様の凍結措置を継続します。 

 

（注１）３割負担の方、長寿医療の対象となる一定の障害認定を受けた方は除く。
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